
矢板市公告第５８９号

　下記森林について、森林経営管理法第３５条第１項の規定により経営管理実施権配分計画を定める

こととしたため、同法第３７条第１項の規定により公告する。

　なお、定めた経営管理実施権配分計画については、下記場所において縦覧に供する。

１　経営管理実施権配分計画対象森林

整理番号 所在・地番 林班・小班 地　目 面積（ha）
経営管理実施権

の存続期間
備　考

集-塩田１

（配-１）

矢板市塩田字上平沢

1,199番地
24ウ-12,13 山林

0.29

(0.46)
2039.3.31

集-塩田３

（配-１）

矢板市塩田字大沢

1,207番地4
21イ-9AB,10 山林

0.71

(0.62)
2039.3.31

集-塩田５

（配-１）

矢板市塩田字堀中根

1,279番地4
26ア-26 山林

0.37

(0.82)
2039.3.31

集-荒井１

（配-１）

矢板市荒井字富田

548番地1、549番地1
34ア-3、4A 山林 0.11 2039.3.31

集-立足１

（配-１）

矢板市立足字大ヘリ坂 869

番地8
13ア-12AB 保安林

0.42

(0.39)
2039.3.31

　※ 表中面積欄：上段は林地台帳面積、下段（　）は計画対象森林面積

２　経営管理実施権の設定を受ける林業経営者

３　縦覧場所

（１）矢板市経済建設部農林課

（２）矢板市ホームページ

４　本公告により、森林所有者及び矢板市に経営管理受益権が、２の林業経営者に経営管理実施権が

　設定される。

公　　告

令和３年３月３１日

　　矢板市長　齋藤　淳一郎　　　　

　記

　フ　リ　ガ　ナ 　　ﾀｶﾊﾗｼﾝﾘﾝｸﾐｱｲ　ﾀﾞｲﾋｮｳﾘｼﾞｸﾐｱｲﾁｮｳ　ｴｽﾞﾞﾚ　ﾋﾃﾞｲﾁ

　氏　名　又　は　名　称 　たかはら森林組合　代表理事組合長　江連　比出市

　住　　　　　所 　〒３２９－２１５２　栃木県矢板市館ノ川７７７番地１

　電　話　番　号 　０２８７－４３－０４５１


